　　　姫路市ものづくり販路拡大支援事業補助要綱

　（趣旨）

第１条　この要綱は、市内の中小企業者の優れた製品・技術等の市場開拓や、新製品等の販路拡大を支援するため、市場の開拓又は新製品等の販路の拡大のために国内外で開催される見本市、展示会等（以下「見本市等」という）に出展する事業に要した経費に対し、補助金を交付することについて、姫路市補助金等交付規則（昭和４３年姫路市規則第６０号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（補助対象事業）

第２条　補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1)　国内で開催される全国規模の見本市等への出展

(2)　国外で開催される見本市等への出展

　（補助対象者）

第３条　補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1)　前条第１号に掲げる補助対象事業　日本標準産業分類（平成２１年総務省告示第１７５号）の分類表に定める大分類Ｅ（製造業）に属する事業を行う者であって、市内に主たる事務所を有する中小企業者

(2)　前条第２号に掲げる補助対象事業　前号に規定する補助対象者又は「豊穣の国・はりま」登録事業者であって市内に主たる事務所を有する者

（補助対象経費）

第４条　補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。　　　　　
(1)　第２条第１号に掲げる補助対象事業　出展料、小間料等の名目で主催者が一般的に徴収する経費
(2)　第２条第２号に掲げる補助対象事業

ア　出展料、小間料等の名目で主催者が一般的に徴収する経費

イ　通訳及び現地説明員に係る経費

ウ　現地までの航空運賃

　（補助金の額等）

第５条　補助金の額は、予算の範囲内において、前条に規定する補助対象経費の合計額（当該経費に対する国又は県の補助金等があるときは、当該補助金等に相当する額を経費の合計額から控除した額とする。）の２分の１を限度とする。ただし、その額は、次の各号に掲げる補助対象事業に応じ、当該各号に定める額を超えないものとし、かつ、千円未満の端数は切り捨てるものとする。

(1)　第２条第１号に掲げる補助対象事業　４０万円

(2)　第２条第２号に掲げる補助対象事業　１００万円

２　補助金の交付は、１対象者に対して１年度につき１回に限るものとする。

３　補助金の交付は、１対象者に対して、交付を受けた年度から起算して２年度間は交付できないものとする。

　（申請書の提出）

第６条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、市長が別に定める期間内に、ものづくり販路拡大支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)　見本市等の開催要領

(2)　見本市等への出展申込書の写し（既に出展の申込みを行っている場合に限る。）

 (3)　法人の登記事項証明書（個人事業者にあっては住民票）の写し

(4)　姫路市税に係る直近年度の納税証明書

　(5)　その他市長が必要と認める書類

２　前項の場合において、申請者は、補助対象経費に消費税及び地方消費税が含まれる場合には、これに相当する額を当該補助対象経費から減額して申請しなければならない。ただし、当該補助対象経費に係る消費税額及び地方消費税額の仕入控除税額（以下「仕入控除税額」という。）がない見込みの申請者（以下「適用補助対象者」という。）は、この限りでない。

３　補助金の交付の決定時に見本市等への出展申込みが完了していないものにあっては、申込み後、直ちに市長にその写しを提出しなければならない。

４　適用補助対象者は、申請時において、仕入控除税額に係る届出書（様式第２号）を提出しなければならない。

　（補助金の交付決定）

第７条　市長は、交付の可否の決定に当たっては、当該補助対象事業の費用対効果、補助対象事業に対する申請者の取組状況及び過去の出展回数等を総合的に検討するものとする。

２　市長は、前項に定める事項を検討するため必要と認めるときは、姫路商工会議所職員から意見を聴取することができる。

（実績報告）

第８条　補助金の交付の決定を受けた者は、対象事業が完了したときは、完了後１０日以内に、ものづくり販路拡大支援事業補助金補助事業実績報告書（様式第３号）に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 見本市等の出展写真

(2) 補助対象経費の領収書の写し

（仕入控除税額の報告）

第９条　適用補助対象者は、当該補助対象事業が完了したとき、又は当該補助対象経費に係る消費税及び地方消費税の確定申告が完了したときに、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

　(1)　仕入控除税額報告書（様式第４号）

　(2)　積算内訳書

（補助金等の返還）

第１０条　適用補助対象者が、確定申告により仕入控除税額が生じた場合は、当該仕入控除税額に相当する額を市長に返還しなければならない。

（実施の細目）

第１１条　この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、別に定めることができる。

　　附　則

この要綱は、平成２年４月１日から施行する。

附　則

１　この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。

２　この要綱による改正後の姫路市ものづくり販路拡大支援事業補助要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る助成金の交付について適用し、同日前の申請に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

　　　附　則

１　この要綱は、平成１８年４月５日から施行する。

２　この要綱による改正後の姫路市ものづくり販路拡大支援事業補助要綱の規定は、この要綱の施行の日以降の申請に係る助成金の交付について適用し、同日前の申請に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

　附　則

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。

　　　附　則

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。

　　　附　則

この要綱は、平成２２年６月１日から施行する。

　　　附　則

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。

　　　附　則

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。

　　　附　則

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。

　　　附　則

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。

　　　附　則

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。

